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１．省エネルギー政策を取り巻く状況

２．省エネ⽀援策について



エネルギーを巡る環境変化（価格⾼騰とエネルギー安全保障）

• ロシアによるウクライナ侵略以降、世界的にLNGの需給ひっ迫・価格⾼騰が発⽣。

• また、イスラエル・パレスチナ情勢の悪化や、イスラエル・イラン間の軍事的緊張関係の上昇は、
原油の９割を中東からの輸⼊に依存する我が国にとってエネルギー安全保障に直結。

出典︓「エネルギー⽩書2023]から抜粋
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省エネに関する国際動向
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カーボンニュートラル表明国数の拡⼤
• COP25終了時点（2019年12⽉）では、カーボンニュートラルを表明している国はGDPベースで３

割に満たない⽔準であったが、2024年4⽉には、146カ国（G29の全ての国）が年限付きのカーボ
ンニュートラル⽬標を掲げており、GDPベースで約９割に達している。

省エネに関する国際動向



4

省エネに関する国際動向

 COP28において、「年間のエネルギー効率改善率を世界平均で２倍とする」との世界⽬標に合意。
 また、G7⾸脳コミュニケにおいても、省エネは、エネルギー転換における「第⼀の燃料(first fuel)」として、そ

の重要性が⾔及されている。

我々は、COP28で打ち出された、2030年までに世界全体の再⽣可能エネルギー容量を３倍にし、年間のエネ
ルギー効率改善率を世界平均で２倍にするというコミットメントを歓迎する。省エネルギーは第⼀の燃料であり、
クリーン・エネルギー移⾏に不可⽋な要素である。

G7⾸脳声明（2024年６⽉、イタリア、プーリア・サミット）
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世界全体のエネルギー効率の推移

出典︓IEA (2024). “World Energy Balances”より、（⼀財）⽇本エネルギー経済研究所作成。

• 世界全体のエネルギー効率は改善傾向。

• エネルギー価格が⾼騰した2022年、特に欧州で⼤幅な改善が⾒られた。
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「GX実現に向けた基本⽅針」における、省エネの位置づけ

 令和５年２⽉に閣議決定された「GX実現に向けた基本⽅針」において、需要サイドの取組の筆頭として、
「徹底した省エネ」が挙げられている。

 特に、省エネ法を活⽤した、規制・⽀援⼀体型での省エネの取組の重要性が⾔及されている。

1) 徹底した省エネルギーの推進、製造業の構造転換（燃料・原料転換）

省エネルギー（以下「省エネ」という。）は、エネルギー使⽤量の削減を通した脱炭素社会への
貢献のみならず、危機にも強いエネルギー需給体制の構築にも資するため、家庭・業務・産
業・運輸の各分野において、改正省エネ法等を活⽤し、規制・⽀援⼀体型で⼤胆な省エネの
取組を進める。

企業向けには、複数年の投資計画に切れ⽬なく対応できる省エネ補助⾦を創設するなど、中
⼩企業の省エネ⽀援を強化する。エネルギー診断や運⽤改善提案を⾏う省エネ診断事業を
拡充し、中⼩企業の経営者に対する⽀援を強化する。

家庭向けには、関係省庁で連携して、省エネ効果の⾼い断熱窓への改修など住宅の省エネ
化に対する⽀援について、統⼀窓⼝を設けワンストップ対応により強化するなど、国⺠の協⼒や
取組を⾃然な形で促すとともに、それが国⺠の快適なライフスタイルとして定着し得るよう消費者
に対して省エネの取組への理解と消費⾏動変化を促 す施策等を進める。電⼒・ガス・⾷料品
等価格⾼騰重点⽀援地⽅交付⾦も活⽤しつつ、⾃治体における、地域の実情を踏まえた、
省エネ家電等の買い替え⽀援の取組を後押しする。



（出典）クリーンエネルギー戦略中間整理
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/green_transf
ormation/pdf/20220519_1.pdf

中⼩企業におけるカーボンニュートラル対応の重要性と課題
 ⽇本全体のGHG排出量のうち、中⼩企業が１割〜２割弱を占め、⽬標実現には中

⼩企業の取組も必要不可⽋。
 カーボンニュートラルについて、具体的な⽅策を実施している企業は、この数年で増加傾

向にある。
＜脱炭素化の取組状況＞
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⽇本の省エネの現在地
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中⼩企業のGXへの取り組みの関⼼の⾼まり

• 製造業・⾮製造業ともに、中⼩企業のカーボンニュートラル対策の検討・実施が徐々
に拡⼤。

• ただし、省エネのための設備導⼊、業務プロセスの改善など、実際に省エネ対策を実
施した事業者はまだ限定的。

出典︓商⼯中⾦「中⼩企業のカーボンニュートラルに関する意識調査（2023年7⽉）」をもとに作成。
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中⼩企業の省エネポテンシャル

• 省エネルギーセンターが⾏う中⼩企業に対する省エネ診断の結果を分析したところ、産
業・業務部⾨において概ね10%以上の省エネ余地があると推定される。
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⽇本の省エネの現在地



サプライチェーン上の排出削減の要請

 ⾜元では、取引先から排出量計測・カーボンニュートラルへの協⼒を要請された中⼩企業の割
合が2020年から倍増（15.4%、55万社程度）するなど、CNに向けた波が顕在化。

 取引先から排出量計測・CNへの協⼒を要請された割
合:
2020年7.7% ⇒ 2022年15.4%へ倍増

（55万社程度と推計される）

我が国中⼩企業が取引先からCN要請を受けた割合
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出所︓中⼩企業⽩書（2023年）より抜粋

⽶・Apple︓2030年までにサプライチェーン脱炭素化

• 2020年7⽉、2030年までにサプライチェーンも含めた
カーボンニュートラルを⽬指すと発表し、サプライヤーが
Apple製品の製造時に使⽤する電⼒についても2030年
までに再⽣可能エネルギー100%を⽬指す、との⽬標を
公表。

出所︓Apple 「Environmental Progress Report 2019」を基に経済産業省作成

【製造から廃棄・リサイクルに⾄るライフサイクル全体でのCO2排出量】

CO2排出量⾒込み

回収・貯留を除いたCO2実質排出量

10

⽇本の省エネの現在地
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１．省エネルギー政策を取り巻く状況

２．省エネ⽀援策について



令和7年度 経済産業政策の重点（案）
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令和６年度補正予算案における省エネ⽀援パッケージ

事
業
者
向
け

家
庭
向
け

１．省エネ・⾮化⽯転換設備への更新⽀援
• 昨年度、省エネ設備への更新に対して、今後３年間で7,000億円規模の予算により、複数年の投資計画に切れ⽬なく⽀援する

こととした。今年度は、本取り組みを継続しつつ、以下により更に取り組みを強化【600億円】（国庫債務負担⾏為の総額で
2,375億円）
 ニーズの⾼かった設備単位の更新を⽀援するⅢ型について、予算規模を拡充
 ⼯場全体で⾼い省エネ効果を求めるⅠ型や電化・脱炭素化を求めるⅡ型について、⼯事費⽤の追加など補助対象等の⾒直

しを⾏いつつ、特に中⼩企業の積極的な活⽤（⼤規模投資）を促す
• ⾼効率の空調や照明、断熱材等の導⼊を⼀体で進めることで、既存の業務⽤建築物（オフィス、教育施設、商業施設、病院

等）を効率的に省エネ改修する⽀援策（環境省事業）を実施。【１１２億円】 （国庫債務負担⾏為含め総額３４４億円）

２．省エネ診断
• ⼯場・事業所のエネルギー消費量等の⾒える化を⾏い、改善提案を⾏う省エネ診断により、省エネの取り組みを⾏う中⼩企業

の裾野を広げる。今年度からは、デジタルを活⽤した⾒える化を促進する診断メニューを加え、デジタル化を通じた効果的な
省エネ対策を後押しする。加えて、省エネ・地域パートナーシップにより地域の⾦融機関・省エネ⽀援機関と連携し、中⼩企
業の省エネ診断の活⽤件数を２倍に増加させることを⽬指す【34億円】

３．省エネ住宅⽀援
• 住宅のヒートポンプ給湯機や家庭⽤燃料電池等の⾼効率給湯器の導⼊において、⾼性能な給湯器（⾼効率な機種や、昼間の余

剰再エネ電気を活⽤できる機種等）に対して集中的に⽀援【580億円】。また、設置スペース等の都合からヒートポンプ給湯
機等の導⼊が難しい既存賃貸集合住宅向けに、⼩型の省エネ型給湯器（エコジョーズ等）導⼊の⽀援を実施【50億円】

• これらの措置を、環境省による住宅の省エネ効果の⾼い断熱窓への改修⽀援【1,350億円】、国交省によるZEH⽔準の住宅⽀
援【1750億円】と合わせて、３省連携でワンストップ対応で実施。加えて、環境省によるZEH⽔準を⼤きく上回る省エネ性能
を有する住宅⽀援【500億円】も実施。

経産省・国交省・環境省の３省連携による住宅の省エネ化⽀援

設備投資と省エネ診断に対する⽀援で、ＧＸへの第⼀歩として省エネを強⼒に促進

※「重点⽀援地⽅交付⾦」を追加し、全国各地の⾃治体によるエアコン・冷蔵庫等の省エネ家電買い換え⽀援や賃貸集合住宅向けの断熱窓への改修⽀援を促進。



（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

• 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う機器への
更新を補助

• 補助率︓1/2 等
• 補助上限額︓３億円 等
※⼯事費を補助対象に追加

【キュポラ式】※コークスを使⽤ 【誘導加熱式】※電気を使⽤

（Ⅰ）
⼯場・
事業場

型

• ⼯場・事業所全体で⼤幅な省エネを図る取り組みに
対して補助

• 補助率︓1/2（中⼩）1/3（⼤） 等
• 補助上限額︓15億円 等
※ 中⼩企業投資枠等を追加

• 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の⽴釜に更新。
• 釜の排熱を、他の釜の熱源に再利⽤できるよう、事業所全体の設備・設

計を⾒直し。３年で37.1％の省エネを実現予定。

【平釜】 【⽴釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利⽤

※旧ＡＢ類型

（Ⅲ）
設備

単位型

• リストから選択する機器への更新を補助
• 補助率︓1/3
• 補助上限額︓１億円
※省エネ要件を追加

【⾼効率空調】【業務⽤給湯器】 【産業⽤モータ】

※旧Ｃ類型

（Ⅳ）
EMS型

• EMSの導⼊を補助
• 補助率︓1/2 等
• 補助上限額︓１億円
※省エネ要件を⾒直し

【⾒える化システムによるロス検出】 【AIによる省エネ最適運転】

省エネ・⾮化⽯転換補助⾦

• エネルギーコスト⾼対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、⼯場全体の省エネ
（Ⅰ）、製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマネジメ
ントシステムの導⼊（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後押し。

• Ⅰ型に中⼩企業投資促進枠を創設するなど、ＧＸへの取組の第⼀歩として省エネを強⼒に促進する。
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（Ⅰ）⼯場・事業場型
〜⽣産ラインの更新等、⼯場・事業所全体で⼤幅な省エネを図る〜

事業区分
中⼩企業
投資促進枠⼀般枠先進枠

オーダーメイド設備⼜は指定設備※先進設備・システム補助対象

①7％以上
②500kl以上
③5％以上

※中⻑期⽬標・計画の作成・公表が必要
（⽬標は⼀般枠の効果）

①10％以上
②700kl以上
③7％以上

①省エネ率等︓30％以上
②省エネ量等︓1,000kl以上
③エネルギー原単位改善率︓

15％以上
省エネ要件

・投資回収年数が３年以上であること・投資回収年数が５年以上であること投資回収要件

ー
１／３

※投資回収年数が
７年未満の事業は１／４

１／２⼤企業

補助率
１／２

※投資回収年数が
５年未満の事業は１／３

１／２
※投資回収年数が

７年未満の事業は１／３
２／３中⼩

企業

ー
上限︓15億円

（⾮化⽯転換の場合は20億円）
※複数年度事業の場合は20億円
（⾮化⽯転換の場合は30億円）

※連携事業の場合は30億円
（⾮化⽯転換の場合は40億円）

上限︓15億円
（⾮化⽯転換の場合は20億円）

※複数年度事業もしくは連携事業の
場合は30億円

（⾮化⽯転換の場合は40億円）

⼤企業

補助⾦
限度額

上限︓15億円
（⾮化⽯転換の場合は20億円）
※複数年度事業の場合は20億円
（⾮化⽯転換の場合は30億円）

※連携事業の場合は30億円
（⾮化⽯転換の場合は40億円）

中⼩
企業

オーダーメイド設備⼜は指定設備

変更
①

【参考】前年からの変更点（Ⅰ型︓⼯場・事業場型）

• ⼯場・事業所全体での、⼤規模な省エネ投資をより促進するため、省エネ効果の⾼い特定の設備（指定設備）の
組み合わせによる事業所等全体での取組を補助対象に追加。

• また、中⼩企業においても⼤規模な省エネ投資を促すため、「中⼩企業投資促進枠」を創設。

変更
②



ガイドとグリッド線

（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型
〜電化・低炭素な燃料への転換を伴う設備等への更新を⽀援〜事業区分

化⽯燃料から電気への転換及びより低炭素な燃料への転換等、
電化や脱炭素⽬的の燃料転換を伴う設備等への更新補助対象

⼯事費・設備費
（電化の場合は付帯設備も対象）
※⼯事費は中⼩企業に限る

※ヒートポンプや⽔素ボイラ、バイオマスボイラなど、
⼀部機器について併⽤を認める

（将来的には⾮化⽯転換へのリプレースを⽬指すことを求める）

補助対象経費

１／2補助率

上限︓3億円
（電化の場合は5億円）補助⾦限度額

変
更

【参考】前年からの変更点（Ⅱ型︓電化・脱炭素燃転型）

• 燃料転換のための設備更新について、既存設備と配管の取り回しや設置⽅法が異なることで⼯事費⽤が
⾼額となることを踏まえ、負担増の影響を受けやすい中⼩企業について⼯事費⽤も補助対象とする。

• また、ヒートポンプや⽔素ボイラ、バイオマスボイラなどについて併⽤を認める。



省エネ・⾮化⽯転換補助⾦（Ⅲ型、Ⅳ型）

（Ⅳ）エネルギー需要最適化型
〜EMSの導⼊促進〜事業区分

効果が⾼いと指定したエネルギーマネジメントシ
ステム（指定EMS）を⽤いて、効果的にエネル

ギー使⽤量削減及びエネルギー需要最適化を図る
事業

補助対象

• 指定EMSを導⼊する範囲内において設備⼜は
⼯程単位のエネルギー消費状況を把握・表⽰・
分析し、運⽤改善を実施。

• EMSを活⽤した省エネの中⻑期計画を作成、
改善による成果の公表（２％改善を⽬安）

• EMSは、導⼊事業者⾃らが制御・運⽤改善に
取り組める機能を具備していること。具備して
いない場合には、運⽤改善の提案を出来る事業
者との契約（補助対象外）を結ぶこと

※省エネ効果２％の事前確認要件及び投資回収年
数要件は設けない

省エネ要
件

設計費・⼯事費・設備費補助対象
経費

１／３⼤企業
補助率

１／２中⼩企業

上限︓１億円
下限︓30万円（100万円から引き下げ）

補助⾦
限度額

変更
②

• Ⅲ型について、⾼効率省エネ設備への投資を促進する観点から、省エネ要件を追加。
• Ⅳ型について、デジタル技術を活⽤したエネルギー消費の⾒える化、最適化に取り組み、ＧＸ・ＤＸを

加速する事業者を⽀援する観点から、従来の要件を⾒直す。

【参考】前年からの変更点（Ⅲ型︓設備単位型、Ⅳ型︓エネルギー需要最適化型）

変更
③



• データに基づく提案
をまとめた資料作成。

• よりきめ細やかな省
エネ提案を実施。ＩＴ診断

ウォーク
スルー
診断

１⽇

①事前アンケート・⾯談
• 同⽇中に、省エネ運⽤改善を提

案。

• 後⽇専⾨家が、⼯場でできる省
エネの余地をまとめた資料を作
成し、中⼩企業に提案・説明を
実施。

③提案

数週間後

数時間〜半⽇

• 診断員が、⼯場
のエネルギー管
理者等と⾯談。

• 事業者の希望や
課題等を確認し、
計測の規模や、
期間等を決定。

①事前調査 ②機器設置・計測

数週間〜数か⽉

③⾒える化・分析

数週間後

④提案
新設

省エネ診断

• 「具体的に何をやればよいか分からない」との中⼩企業の声も多いことから、専⾨家による省エネ診断への⽀援
を強化。

• これまでのウォークスルーを中⼼とした診断に加えて、計測機器を⽤いた設備・プロセスごとのエネルギー使⽤
状況の⾒える化、分析・提案に対応するメニュー（ＩＴ診断）を追加する。

②ウォークスルー

• ⼯場内をまわり、エネル
ギーの使い⽅を確認。

• 専⾨家が、⼯場のエネルギー
管理者等と⾯談。設備の仕様
や、普段の設備の使い⽅を確
認。

• 事前調査に基づき計
測機器を設置。

• 計測機器は診断機関
から受診者に貸出。

• エネルギー使⽤状況を可視
化し、省エネポイント特定。

• 計測データをもとに、専⾨
家が改善⽅法を検討。



公的な⾒える化・省エネ⽀援の⽐較
診断後の省エネ取組までのサポー
トをご希望の場合

⼯場・ビル全体の包括的な
診断をご希望の場合クイックな診断をご希望の場合ニーズ

③省エネお助け隊②省エネ最適化診断①省エネクイック診断名称
省エネ診断に加え、診断後の設備導

⼊、⾦融機関の紹介、⾃治体⽀援策の
紹介等まで⼀貫して⽀援。

省エネに限らず、経営の専⾨家も所属
するため、様々な相談に対応可能。

約１⽇の診断で、⼯場・ビル等全体の
エネルギーのムダを確認。

さらに希望があれば、「IoT診断」でデー
タに基づく詳細な診断を受けられる。

希望する⼯場・ビルの設備１つから、
安価かつ短時間で診断を実施。

低コストで、運⽤改善、投資改善につ
いて効果的な省エネのアドバイスを受けら
れる。

概要

省エネお助け隊
（地域に拠点を有し、中⼩企業⽀援を⾏う団体
。省エネコンサル企業や地銀シンクタンク、商⼯会
議所等が活動。）

（⼀財）省エネルギーセンター
（エネルギー管理⼠等の資格や同等の⼒量、
診断経験を有し、同センターに登録された「エネ
ルギー使⽤合理化専⾨員」）

登録診断機関
（空調やボイラのメーカーや、電⼒会社、エネ
マネ事業者等の⺠間企業も実施。）診断機関

事業所の規模や対象設備の種類に応じ
て、以下の診断メニューから決定。

事業所の規模や対象設備の種類に応じ
て、以下の診断メニューから決定。

・50kl診断 : 7,304円
・300kl診断 : 14,608円
・1,500kl診断 : 20,086円
・3,000kl診断 : 25,564円
・カスタム診断 : 総額の１割
（3,000kl超の⼤規模な事業所向け。）

※診断受診後、課題やニーズに応じた伴⾛⽀援
を活⽤可能。
・カスタム伴⾛⽀援 : 総額の１割

・A診断（専⾨家１名）︓10,670円
・B診断（専⾨家２名）︓16,940円
・⼤規模診断（専⾨家２名）︓23,760円

※最適化診断受診後、データに基づく詳細な
診断を活⽤可能。
・IoT診断（専⾨家１名） : 16,940円

・設備単位プラン(1設備) : 5,500円
・まるっとプラン (3設備) : 16,500円

※過去３年以内に受診した省エネ診断と同
⼀の設備について、設備の稼働状況に⼤きな
変更が無く、同⼀の登録診断機関⼜は専⾨
家による診断を受ける場合、 以下の効果測
定コースを選択可能。
・設備単位プラン(1設備) : 3,850円
・まるっとプラン (3設備) : 11,550円

診断費⽤
（税込）

https://www.shoene-
portal.jp/support-
information/casestudy/

https://www.shindan-net.jp/case/https://shoeneshindan.jp/guide/about
/

活⽤事
例・詳細

事務局（SII）ページにて、省エネお助け隊
のリストを掲載しています。以下ページよ
り、お近くの省エネお助け隊を選択のうえ、
直接ご相談・お申込みください。
https://www.shoene-
portal.jp/consultation/

省エネルギーセンター「省エネ・節電ポータルサ
イト」にて、申請書を掲載しています。以下ペー
ジより、直接ご相談・お申込みください。
https://www.shindan-
net.jp/service/shindan/entry.html?=apply

事務局（SII）ページにて、登録診断機関の
リストを掲載しています。以下ページより、ご希
望の診断機関を選択のうえ、直接ご相談・お
申込みください。
https://shoeneshindan.jp/guide/sear
ch/

申込／
問合せ先

作成:（⼀社）環境共創イニシアチブ・（⼀財）省エネルギーセンター

診断を希望する設備の数に応じて、
以下のプランから選択可能。
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地域における省エネの促進
• 中⼩企業等の潜在的なニーズを掘り起こし、取組を更に促すため、地域の⾦融機関

や省エネ⽀援機関とともに、「省エネ・地域パートナーシップ」を⽴ち上げ。
（現在、18９の⾦融機関、5６の省エネ⽀援機関が参加。）

国及び省エネ・地域パートナーシップ事務局の取組（例）

パートナー機関による省エネ⽀援の活動を後押し（以下の情報提供等）
 省エネをめぐる政策動向、省エネ設備導⼊補助等の公的⽀援策
 中⼩企業等で省エネを進める際の着眼点
 地域におけるベストプラクティス
 ⾦融機関の担当者向けのドアノックツール

パートナー機関（⾦融機関、省エネ⽀援機関）に期待される取組（例）

地域の⾝近な⽀援者として、中⼩企業等の省エネを後押し
 中⼩企業等からの省エネ相談への丁寧な対応
 省エネ⽀援策に関する助⾔・発信、ニーズに合った⽀援策の検討
 パートナー機関⾃⾝の、省エネに関する提案⼒の向上
 地域で省エネ助⾔等を⾏う⼈材を増やすための取組
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⾦融機関による働きかけの成功事例

• ⾦融機関の紹介により省エネ診断を受け、さらに省エネ設備更新を⾏い⼤幅な省エネを
達成した中⼩企業の事例があり、こうした取組をパートナーシップによって増やしてい
く。



22



23

省エネ⽀援パッケージについてのオンライン説明会が開催されます
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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

付加価値額（営業利益＋⼈件費＋減価償却費）
炭素⽣産性＝

エネルギー起源⼆酸化炭素排出量

【制度概要】
⽣産⼯程等の脱炭素化と付加価値向上を両⽴する設備導⼊⽀援対象

最⼤10％の税額控除（中⼩企業者等の場合は最⼤14％）
⼜は50％の特別償却措置内容

2026年3⽉31⽇までに認定を受け、その認定を受けた⽇から同⽇以
後３年を経過する⽇まで適⽤期限

炭素⽣産性を設備の導⼊前後で1％以上向上させる効果を持つ「機
械装置」、「器具備品」、「建物附属設備」、「構築物」、「⾞両（国
⼟交通⼤⾂が定める鉄道⾞両に限る）」
ただし、広く⼀般に流通するLED等の照明設備及びエアコンディショ
ナー（使⽤者の快適性を確保するために使⽤されるものに限る。）は
税制措置の対象外

対象設備

25
（出典）経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf

事業者全体⼜は事業所単位で、10%※以上向上することを⽬指す計画を作成
（※企業規模・税制措置の内容に応じ、炭素⽣産性の⽬標数値が異なります）



経済産業省の中⼩企業のカーボンニュートラル⽀援策

（出典）経済産業省ホームページ︓https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/SME/pamphlet/pamphlet2022fy01.pdf

経済産業省のホームページにて中⼩企業のカーボンニュートラル⽀援策をとり
まとめて公開。

26



カーボンニュートラルに関するポータルサイト、ガイダンス資料の整備

 関東経済産業局は、カーボンニュートラルに伴う事業環境の変化等の情報を的確に地
域に届けるためのポータルサイト・ガイダンス資料を公開。⾦融機関・⽀援機関の⽅が
活⽤することを想定したガイダンス資料（概要版・チラシ）も合わせて作成。

 補助⾦等の⽀援策やセミナー等の最新情報を掲載したメールマガジン「エネマガ」も配信。

関東局カーボンニュートラルポータルサイト
CNガイダンス資料

国内外における環境変化や関係法令の動向、
地域や企業の取組事例等を更新。
直近では令和6年5⽉に最新版を公表。

ガイダンス資料（抜粋版・チラシ）

ポータルサイト・ガイダンス資料 掲載ページ
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/ondanka/kanto_cn.html
エネマガ申込 https://www.kanto.meti.go.jp/mailmagazine/setuden_melmaga.html 27



お問い合わせ先

関東経済産業局 資源エネルギー環境部
省エネルギー対策課

bzl-kanto-shoene2@meti.go.jp

※⽀援施策によっては募集が終了している場合や
内容（要件、申請時期等）が変更される場合もございますので、

ホームページ等にて最新の情報をご確認ください。

28


